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1 申請時の注意点



①阻集器について

～ばっ気装置等の後付け禁止～



ばっ気装置等を阻集器に取付ける計画
を計画確認済とすることはできません！

ばっ気装置等を使用すると、阻集器の本来機能を

発揮できず、油脂類や沈殿物が本管へ流出

後刻本管が閉塞し、埋設道路、隣接家屋等に被害

の懸念

阻集器は、固形物などの阻止、分離及び収集装置
であり、処理装置ではありません！



通気の開口位置は
⼤丈夫ですか︖

②通気について

～開口位置～



～排水槽に係る通気管～

・排水槽に係る通気管は他の排水系統と接続
せず、単独で大気中に開口



2 施工時の注意点



〜排⽔設備の誤接続〜

①改造工事等で既設管を利用する際、雨水管

が接続してあったことに気付かない場合



側溝

雨
⽔
管

雨
⽔
管

既
設
管

新
設
管

（誤接続例① 改造工事等）

下水道本管

川

取
付
管

放
流
管

雑排⽔
⼤便器



〜排⽔設備の誤接続〜

②排水設備（汚水）を浄化槽等放流管

に誤接続した場合
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浄化槽等放流管配管図

三川町



叩いて音を聞き、誤って管を
接続していないか等の確認を
お願いします。

確認方法



3 完成時の注意点



完了届に阻集器情報の写真を添付して提出ください

 品番
（形式）

 認定品
マーク

①グリーストラップを設置した場合



≪写真を求める場合と理由≫

・開口部の器具が多様で、小型ものや壁面と同色
系だったりすると、確認しづらい

� ・樹木等の障害物により、確認できない時がある

� ・検査職員のみの検査では、施工者にその場で聞
くことができない

該当箇所では完了届に写真の添付をお願いします

② 通気管の大気開口部の写真添付のお願い



壁⾯で通気を開口する図⽰例

天井配管

建物中央部に⽴管があり
開口箇所がわからない



③排水設備等配管図 完成図

今までは、・・・
申請時から変更なしの場合・・・１部
申請時から変更ありの場合・・・２部

↓

これからは、・・・
申請時からの変更の有無に関わらず

２部



③排水設備等配管図 完成図

今までは、・・・
上記完成図のとおり間違いありません。
確認申請時から変更（有・無）
会社名 〇〇〇〇
技術者名 □□ □□

の記載

↓
これからは、・・・

記載不要



4 その他



①長崎市排水設備技術指針

-2025- （令和７年 第８版） の改正内容

『刑法等』の一部改正によるもの

懲役 → 拘禁刑

『長崎市下水道排水設備指定工事店規程』の

一部改正によるもの

専属責任技術者 → 責任技術者



 取付管設置申請書（公費）
下水道建設課と請負契約した業者が施工します
が、申請から設置まで４か月を要するので、早め
の申請をお願いします

 取付管設置申請書（個人負担）
取付管設置承認通知書発行後、道路管理者、
警察等条件が整えば施工可能です

② 取付管設置申請について



取付管設置申請（公費）の注意点

 現時点で、公費申請してから設置完了までの期間として
、４ヶ月は必要です

 また、本管を延長する工事を伴う場合、別途協議が必要
です

 本管延長の時は、条件によって予算確保が必要で、完了
まで１、２年要することがあるほか、下水道処理区域でな
い場合があります

以上のことから、事前の相談、協議、および申請は、とにか
く早めにお願いします



取付管設置（個人設置）の注意点

 設置工事施工の際には上下水道局担当者の立会が必
要ですので、施工予定日の５営業日前までに連絡をして
ください

 施工時に支障が生じないよう、事前に本管管種（VU or
HP）、口径、埋設物等の調査、現地確認を実施し、また
関係法令等を遵守してください
（本管管種により使用する材料が異なります！）

 取付管設置工事が完了したら、速やかに取付管設置完
了届を提出してください



・水洗便所改造費補助金交付制度

・汚水ポンプ設備等設置補助金交付制度

・共同排水設備設置補助金交付制度

③水洗化補助金交付制度について

期限の厳守 （補助金請求まで）

申請内容に変更・・・・・変更協議



④下水道排水設備工事責任技術者
の方へのお願い

（長崎県下水道協会）

◎下水道排水設備工事責任技術者証の

有効期限 令和１２年３月３１日



住所等の変更手続きについて（重要）

 引越し等で住所が変わった
 結婚等で氏名が変わった
 電話番号が変わった

以上のことがあった方は届出が必要です

長崎県下水道協会あてに、『住所・氏名変更届
（様式第４号）』を必ず提出してください

入手方法は次のページ



長崎県下水道協会

『住所・氏名変更届（様式第４号）』の入手方法

 様式はホームページからダウンロードしてください

 住所・氏名変更届の提出が必要な理由

次回、登録更新時に、必要書類をお届けすることがで
きません
該当する方は、必ず届出をしてください

検索
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